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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年６月２１日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２３年５月２日（月） ２０時３０分ごろ 

発生場所 長崎県西海市江ノ島南方沖船
ふな

瀬
せ

 

西海市所在の丸田港南防波堤灯台から真方位２０６°１,５００ｍ付近 

（概位 北緯３２°５９.３′ 東経１２９°２０.８′） 

事故調査の経過  平成２３年５月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

モーターボート マリアⅡ、３.７トン 

 ２９２－４８４２６長崎、個人所有 

 ８.０２ｍ×２.７０ｍ×１.５８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１０３.００kＷ、平成２０年５月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１６年１０月８日 

  免許証交付日 平成２１年９月１５日 

         （平成２６年１０月１１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首船底に破口及び擦過傷、右舷船尾船底に擦過傷、推進器に欠損を伴う

擦過傷 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、江ノ島南方沖を速

力約２０ノットで西南西進中、船長が、０.５海里（Ｍ）レンジに設定した

レーダー及び４Ｍレンジに設定したＧＰＳプロッターを見ていたが、ＧＰ

Ｓプロッター画面の船首方に１０ｍ等深線が表示されていたものの、その

内側に１０ｍ以下の等深線や水上岩の表示がなく、レーダー画面にも映像

が映っていなかったことから、同じ針路及び速力で航行を続けた。 

船長は、平成２３年５月２日２０時３０分ごろ、船体に衝撃を受け、本

船が、江ノ島南方沖の船瀬に乗り揚げ、それを乗り越した。 

 船長は、船体内部の損傷状況を確認したところ、船首部の内部に浸水を

確認したことから、西海市丸田漁港に入港し、本船は、来援した知人の船

舶により西海市瀬川港までえい
．．

航された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風 なし、視程 約４km 

海象：潮汐 満潮時 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.４ｍ、船尾約０.９ｍであった。 

 船長は、本事故発生海域の夜間航行を５～６回経験していたが、船瀬の

存在を知らなかった。 
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 船長は、本事故発生海域を航行するとき、昼間は丸田漁港南方沖の浅所

と船瀬の間の水路を航行していたが、夜間は同浅所が気になり、南方寄り

の船瀬周辺の１０ｍ等深線付近を航行していた。 

本船が本事故当時使用していた４ＭレンジのＧＰＳプロッターの画面に

は、船瀬は表示されておらず、船瀬周辺の１０ｍ等深線が表示されてい

た。 

海図によれば、船瀬は、水上岩とその周辺の直径約４００ｍの浅礁域で

ある。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、江ノ島南方沖を西南西進中、船長が船

瀬の存在を知らなかったことから、同瀬に乗り揚

げたものと考えられる。 

船長は、船瀬周辺の１０ｍ等深線付近を航行し

ていた際、ＧＰＳプロッター画面を拡大し、同等

深線内の状況を確認していれば、１０ｍ等深線の

内側に１０ｍより浅い等深線が表示されることか

ら、船瀬付近の航行を回避した可能性があると考

えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、江ノ島南方沖を西南西進中、船長が、船瀬の

存在を知らなかったため、同瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考

えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・浅所が存在する場所では、レーダーやＧＰＳプロッターの画面を拡大

するなどして水路や水深の確認を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




